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・組合、組合員企業やブランド商品の紹介を行うホームページやチラシ等の検討や作成
・ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージの検討や作成
・共同取引条件の改善に向けた交渉等、構造改革を促進するために行う事業 etc.

・事業協同組合、商工組合、商店街振興組合（構成員の１/２以上が小規模事業者）
・協業組合、事業協同組合連合会、商店街振興組合連合会及び商店街振興組合連合会
※構成員比率の詳細は中央会ホームページ参照

・企業組合、事業協同小組合…等

小規模事業者…常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業を主たる
事業とする事業者については、５人）以下の会社及び個人

※事業実施にあたっては組合員への委託不可等、留意事項がございます。不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。


